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　今回からコラムを担当させていただきます税
理士の牧野です。宜しくお願い致します。
　新聞、ニュースなどで「国税局の調査により
申告漏れを指摘され、修正申告に応じ○億円の
追徴税額の納付も済ましています」との内容の
記事を見聞きします。この場合の追徴税額とは
おそらく本来納めるべき税額（本税）と遅延利息
や行政上の制裁としての意味合いがある附帯税
のことを指しているかと思われます。「おそら
く思われます」と記載したのは「追徴税額」とい
う言葉について法律上の定義がないからです。
今回のコラムでは、本税以外に納める国税の附
帯税の種類と内容について記載していきます。
コラムの記事に際して簡易に記載している部分
があります。詳細につきまして省かれている事
項がありますこと、ご了承ください。

延滞税ってなに？
　税金が法律で定められた期限までに納付され
ていない場合、原則として税金の法定納期限の
翌日から納付する日までの日数に応じて、遅延
利息としての性質がある延滞税が課されます。
どのような場合に延滞税が課されるかというと
❶�申告等で確定した税額を法定納期限までに完
納しない場合。
❷�期限後申告書又は修正申告書を提出した場合
で、納付しなければならない税額がある場合。
❸�税務署長による更正又は決定の処分を受けた
場合で、納付しなければならない税額がある
場合。
　いずれの場合にも、延滞税が課されます。な
お、延滞税は本税だけを対象としていますので、
加算税等に対しては課されません。
　遅延利息としての性質がある延滞税の割合は
期限から納付日までの日数により場合分けされ
ています。
❶�納期限の翌日から2月を経過する日までは、
原則、年7.3％（2019年中は年2.6％）。
❷�納期限の翌日から2月を経過した日以後は、
原則、年14.6％（2019年中は年8.9％）。
　なお、延滞税の計算期間には特例があり、次
の場合には一定の期間を計算期間に含めませ
ん。
❶�期限内申告書の提出があり、法定申告期限
後1年を経過してから修正申告等があった場
合。

❷��期限後申告書の提出があり、その申告書の提
出後1年を経過してから修正申告等があった
場合。

❸�確定申告書を提出した後に減額更正がされ、
その後さらに修正申告等があった場合。

　
過少申告加算税ってなに？
　期限内に申告書等を提出した後に、税務調査
等があり修正申告書の提出等があった場合に過
少申告加算税が課せられます。過少申告加算税
は、修正申告等により納付することとなった
税額の10％（期限内申告した税額と50万円の
いずれか多い額を超える部分は15％）となりま
す。
　なお、修正申告書の提出が、調査通知以後、
かつ、調査によって税務署長による更正を予知
しないで提出された場合には、その修正申告書
の提出による納付税額の5％（期限内申告した
税額と50万円のいずれか多い額を超える部分
は10％）となり、低い割合の過少申告加算税と
なります。
　ただし、修正申告書の提出等により納付すべ
き税額の計算の基礎となる事実について正当な
理由があると認められる場合には過少申告加算
税は課されません。また、修正申告書の提出が、
調査の通知前、かつ、調査による更正を予知し
ないで自主的に提出された場合にも過少申告加
算税は課されません。

無申告加算税ってなに？
　期限内に申告書を提出しないで期限後申告書
の提出等があった場合又は期限後申告書の提出
等があった後に修正申告書の提出等があった場
合に無申告加算税が課せられます。無申告加算
税は、その申告書の提出等により納付すること
となった税額の15％（納税額が50万円を超え
る部分は20％）となります。また、過去5年間
に無申告加算税や重加算税が課されたことがあ
る場合には、さらに10％の税額が加算されま
す。
　なお、期限後申告書等の提出が、調査通知以
後、かつ、調査によって税務署長による決定等
を予知しないで提出された場合には、その納付
税額の10％（納税額が50万円を超える部分は
15％）となり、調査通知前に税務署長による決
定等を予知しないで提出された場合には、その

追徴税額ってなに？
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Profile　牧 野  友 彦
東京税理士会東村山支部所属

大学卒業後ゲームソフト会社に就職し当該会社が出版
する漫画雑誌の編集職に従事。
退職後、税理士資格取得に向け浪人生活。
開業までの約12年間サラリーマン税理士として修行。
修行期間中カンボジアのプノンペンに約1年半駐在。
2004年12月　税理士試験合格　税理士資格取得

（簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法）
2009年3月　税理士登録　
2016年1月　開業
2018年6月　経営革新等支援機関に認定

■事務所

■ TEL 
■ URL

牧野友彦税理士事務所
西東京市田無町5-1-4 小松ビル201号
042-497-4242
tm-cpta.com

納付税額の5％と低い割合の無申告加算税とな
ります。
　ただし、期限内に申告書を提出できなかった
ことについて正当な理由があると認められる場
合や、一定の条件に該当し法定申告期限から1
月を経過する日までに期限後申告書が提出され
た場合には、無申告加算税は課されません。

不納付加算税ってなに？
　源泉徴収した所得税等が法律で定められた期
限までに完納されなかった場合には、不納付加
算税が徴収されます。不納付加算税は税務署長
が行なう納税の告知よる税額又は期限後に税務
署長の告知を受けることなく納付された税額の
10％となります。
　なお、納税の告知を予知しないで法定納期限
後に納付した場合には、その納付された税額の
5％と低い割合の不納付加算税になります。
　ただし、期限までに納付しなかったことにつ
いて正当な理由があると認められる場合や、一
定の条件に該当し法定納期限から1月を経過す
る日までに納付された場合には、不納付加算税
は徴収されません。

重加算税ってなに？
　過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算
税が課される場合において、税額の計算の基礎
となる事実を隠蔽又は仮装した場合には、過少
申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代
えて重加算税が課せられます。
　事実の隠蔽・仮装とは、例として、二重帳簿
の作成、帳簿等の破棄や隠匿、帳簿書類の虚偽
記載、売上等の収入や棚卸資産の除外等が挙げ
られます。
　重加算税は過少申告加算税、不納付加算税
に代えて課される場合には35％、無申告加算
税に代えて課される場合には40％となります。
なお、過去5年間に無申告加算税又は重加算税
が課されたことがある場合には、さらに10％
の税額が加算されます。

過怠税ってなに？
　過怠税は印紙税の不納付に伴い徴収されま
す。印紙税は、原則として作成した契約書等の
課税文書に法律で定められた額面の収入印紙を
貼り付け、消印することによって納付となりま

す。この印紙税を納付すべき課税文書の作成者
が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成時
までに納付しなかった場合には、本来納付すべ
き印紙税額の3倍の過怠税が徴収されます。
　ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付
を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
　また、印紙を消印しなかった場合には、その
印紙と同額の過怠税が徴収されます。

利子税ってなに？
　利子税は約定利息の性質があり、行政上の制
裁という性質はありません。前に記載したもの
とは性格が異なりますが、附帯税というくくり
のなかには含まれますので参考として記載させ
ていただきます。利子税は所得税、相続税、贈
与税の延納等又は法人税の申告書の提出期限を
延長する場合等に、納税者が各本税とあわせて、
延長された期間に応じて納付することとなりま
す。例えば、法人税の利子税の割合は2019年
中には年1.6％となります。

国税の附帯税について 税理士  牧野 友彦

最後に 　納付した場合の取り扱いで
すが、利子税以外の延滞税、

過少申告加算税、不納付加算税、重加算税、
過怠税については税金計算上の費用としな
い処理が必要となります。余分な支出とな
りますので、ご注意ください。



4

これらの手続について、お分かりにならない点がありましたら
国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

税 署 よ務 だ り
国税庁e-Tax
キャラクター
イータ君

　確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」を
して正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められたときは、正しい
税額に減額されます。

手　続 更正の請求書を作成し、所轄税務署長に提出してください。

期　間 　更正の請求書は、各年分の法定申告期限（通常は、各年の翌年3月15日）から
5年以内に提出してください。

　確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の
必要があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定
します。
　なお、税務署長が決定を行う場合や提出期限に遅れて申告した場合などには、加算税が賦課
される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなり
ませんので、ご注意ください。

　確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」
をして正しい税額に修正してください。
　なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日（納期限）までに、延滞
税と併せて納めてください。

手　続 修正申告書を作成し、所轄税務署長に提出してください。

期　間

　修正申告は、税務署長による更正があるまではいつでもできますが、修正申
告によって納める税額には、法定納期限（平成30年分の所得税及び復興特別所
得税は平成31年3月15日（金）、消費税及び地方消費税は平成31年4月1日

（月））の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、でき
るだけ早く申告・納付するようにしてください。
　また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税が賦
課される場合があります。

　平成30年分所得税及び復興特別所得税の期限内申告並びに期限内納付に
ご協力いただき、ありがとうございました。この場をお借りして、お礼申し上げます。
　ところで、確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気
付いた場合は、次の方法で訂正することができます。また、確定申告をしなければならない
のに、確定申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。

所得税等の確定申告が間違っていた場合等の手続

 税額を多く申告していた場合

 確定申告を忘れていた場合

 税額を少なく申告していた場合
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【問合せ先】　東村山税務署　法人課税第1部門　電話042-394-6811
　税務署にご連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内に従って「2」を選択してください。

日　　時 対 象 地 域 会　　場

平成31年5月23日（木）
午後2時〜 4時 西 東 京 市 　コール田無

　　西東京市田無町3－7－2

平成31年5月27日（月）
午後2時〜 4時 東 村 山 市 　東村山市民センター

　　東村山市本町1－1－1

平成31年5月29日（水）
午後2時〜 4時 小 平 市 　小平市役所　6階会議室

　　小平市小川町2－1333

平成31年6月4日（火）
午後2時〜 4時 清 瀬 市 　清瀬商工会館

　　清瀬市松山2－6－23

平成31年6月5日（水）
午後2時〜 4時 東 久 留 米 市 　東久留米市役所　7階会議室

　　東久留米市本町3－3－1

　東村山税務署と管内の各商工会では、事業者の方を対象として、次の日程で、消費税の
軽減税率制度に関する説明会を開催します。
　多くの事業者の方に関係のある制度ですので、ぜひ説明会にお越しください。

　消費税の軽減税率制度は、本年10月1日からの消費税率の10％への引き上げと同
時に実施されます。取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理の他、商品
の価格設定や価格表示方法など、軽減税率制度の実施に向けた準備が必要となります。
　そのほか、2023年10月1日から、仕入税額控除については「適格請求書等保存方式」
が導入され、適格請求書などの保存が要件となるため、取引先から適格請求書の発行
が求められることとなります。この適格請求書の発行のためには「受発注システム」の
改修や「複数税率対応レジ」などの導入が必要となります。
　これらの改修や導入に当っての、事業者支援の「軽減税率対策補助金」申請期限は本
年9月までとなっています。
　今後、適格請求書などの発行が必要となるため、軽減税率対象品目の取扱いがある
事業者の方だけでなく、軽減税率の対象品目の売上がない事業者や、消費税の納税義
務のない免税事業者の方も含む、全ての事業者に関係する改正となります。

※いずれの会場も入場開始は午後1時30分です。

うちは食料品を扱っていないけど、「軽減税率」って関係あるの？

　　　東村山税務署からのお知らせ

消費税の軽減税率制度説明会のご案内
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平成31年度  税制改正大綱
中小企業に対する軽減税率・
投資促進税制が2年間延長!

　政府は、平成30年12月21日に平成31年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた、中小企業に対する軽減税率・投資促進税制などは2年
間延長され、消費税率の引上げに対しては、消費税率引上げ後の需要減に配慮し
た内容も含まれています。主な内容をお知らせします。

■研究開発費税制の見直し
　試験研究費の総額に係る税額控除について、次
のように税額控除率を見直し、一定のベンチャー
企業の控除税額の上限は当期の法人税の25%から
40%に引き上げられます。
<増減試験研究費割合8%超>
9.9%+（増減試験研究費割合-8%）×0.3
<増減試験研究費割合8%以下>
9.9%-（8%-増減試験研究費割合）×0.175
　その他控除税額の上限の上乗せ、中小企業技術
基盤強化税制、特別試験研究費の額に係る税額
控除制度などについても、一部見直しが行われます。

■中堅・中小企業向け特例
・�中小企業者等の法人税の軽減税率の特例は、2
年間延長されます。
・�中小企業投資促進税制について、2年間延長され
ます。
・�中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得し
た場合の特別償却又は税額控除制度は、対象と
なる設備の見直しを行った上で、2年間延長され
ます。
・�特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場
合の特別償却又は税額控除制度は、認定支援機
関の確認を受けることを適用要件に加えて、2年
間延長します。
・�地域経済けん引事業の促進区域内で特定事業用
機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
制度は、2年間延長します。
・�青色申告書を提出する中小企業者で、事業継続
力強化計画又は連携事業継続力強化計画に係る
特定事業継続力強化設備等を取得し事業に供し
た場合に、20%の特別償却が認められます。
・�法人税関係の中小企業向けの措置法におけるみ
なし大企業の範囲について、見直しが行われます。

■事業税率の見直し
　平成31年10月以降、事業税の税率を引き下

げ、特別法人事業税を創設します。資本金1億円
以下の普通法人年800万円超の所得に対し、事業
税7%・特別法人事業税は2.59%（改正前は事業税
9%）に変更されますが、全体の税負担としては大
きな影響はありません。

■住宅ローン減税の特例の創設
　現在10年間利用できる住宅ローン減税が、平成
31年10月〜平成32年12月までに消費税率10%で
住宅を取得した場合、11〜13年目の3年間で住宅
価格の2%相当の税額控除を受けられる特例が創設
されます。平成31年10月以降、消費税率引上げ分を、
税額控除が受けられる仕組みとなっています。

■�老人ホームに入っている場合でも空き家の
3000万円控除が利用可能

　空き家に係る3000万円控除について、被相続人
が要介護認定を受けて老人ホーム等へ入所してい
た場合などに利用できることとなります。

■転勤などで一時出国の場合にNISA口座の継続
　NISA口座を開設している居住者が、転勤などで
一時的に居住者に該当しないことになる場合でも、
所定の手続きをすることで最大5年間NISA口座に
ついて居住者に該当するとして利用することが可能
となります。

■ふるさと納税の寄付先の指定化
　ふるさと納税について、募集が適正であること、
返礼割合が3割以下で返礼品を地場産品にしてい
るなどのルールを守っている自治体を総務大臣が
指定して、指定を受けた自治体への寄付金のみが、
ふるさと納税の対象とされます。平成31年6月以
降の寄付から適用されます。

■�シングルマザー等に対する個人住民税の非課
税制度
　児童扶養手当の支給を受けている児童の父又は



7

母で、現に婚姻をしていない者または配偶者の生
死が不明の場合に、前年の合計所得金額が135万
円以下であれば、住民税が非課税とされます。平
成33年度以後の住民税から適用されます。

■個人事業者に対する事業承継税制の創設
　経営承継円滑化法による認定を受けた相続人が
平成31年から平成40年までの間に、相続等によ
り特定事業用資産を取得し事業を継続する場合は、
特定事業用資産に対応する相続税について10割の
納税猶予を受けることができます。
　経営承継円滑化法による認定を受けた受贈者が、
平成31年から平成40年までに、贈与により特定
事業用資産を取得し、事業を継続していく場合に
は、贈与により取得した特定事業用資産に対応す
る贈与税について納税猶予を受けることができます。

■事業用小規模宅地を利用した租税回避の防止
　小規模宅地の特例について、特定事業用宅地等
の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供
された宅地等が除外されます。平成31年4月以後
の相続から適用されます。ただし、同日前から事
業の用に供されている宅地等については適用され
ません。これは、特定事業用宅地が8割引きの評
価を受けることを利用した租税回避を防止するため
です。そのため、当該宅地の上で事業に要されて
いる減価償却資産の価額が宅地の価額の15%以上
である場合は、規制の対象とされません。

■教育資金贈与に関する改正
　教育資金について、次の改正をして2年間延長す
ることとしました。
①�平成31年4月以降の贈与については、受贈者の
贈与前年の合計所得金額が1000万円を超える
場合には、適用されません。

②�受贈者が23歳に達した以降は、教育資金の範
囲から、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・
文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及
び施設利用料が除外されます。
③�贈与者が、死亡の前3年以内に教育資金贈与を
した場合で、受贈者が23歳未満である場合など
一定の場合に該当しない場合は、相続又は遺贈
により取得したものとみなし、相続税の計算に
組み込まれます。また、従来は30歳で打ち切り
でしたが、受贈者が学校等に在学している場合
などは40歳まで教育資金管理契約が延長され
ます。

■結婚・子育て資金贈与に関する改正
　平成31年4月以降の贈与については、受贈者の
贈与前年の合計所得金額が1000万円を超える場

合には、適用がなくなります。本制度は2年間延長
されることになりました。

■事業承継税制の改正
　やむを得ない事情により資産保有型会社・資産
運用型会社に該当した場合に、その該当した日か
ら6月以内に解消できれば納税猶予を継続できます。

■輸出物品販売場についての見直し
　輸出物品販売場の許可を受けている事業者が、
7月内の期間を定めた臨時販売場を設置しようとす
る場合、前日までに届出をすることで、臨時販売
場が輸出物品販売場とみなされます。平成31年7
月1日以後に行われる課税資産の譲渡等から適用
され、手続委託型輸出物品販売場許可申請書に、
委託先の承認通知書の写しが不要となります。

■金地金等の密輸に対する改正
　密輸品と知りながら行った課税入れについて、
仕入れ税額控除制度の適用が認められなくなりま
す。平成31年4月1日以後の課税仕入れから適用
されます。
　金又は白金の地金の課税仕入れについて、本人
確認書類の写しの保存を、仕入税額控除の要件と
します。平成31年10月1日以降の課税仕入れから
適用されます。

■�消費税率引上げに合わせた自動車に関する税
率の整備

・�平成31年10月から平成32年9月まで取得した自
家用乗用車の環境性能割は、税率が1%軽減さ
れます。
・�自家用自動車に係る種別割は、平成31年10月以
後に新車新規登録を受けたものについて、引き
下げられます。

■民法における成年年齢引き下げへの影響
　民法改正において、税法上の未成年を20歳未満
から18歳未満に引き下げます。民法に合わせて平
成34年4月1日以後の判定で利用されます。相続
税の未成年控除、未成年のNISA口座、住民税の
非課税などの取扱いに影響します。

　☆記事内容についてのお問合せは ...
　　TSK 税理士法人
　　　税理士　飯田 聡一郎
　　　TEL：03-5363-5958
　　　FAX：03-5363-5449
　　　H P：http://www.iida-office.jp/

東京法人会連合会
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社員給与をアップすると法人税の税額控除が受けられると
聞いたのですが、どのような制度ですか。

　所得拡大促進税制といわれる制度で、会社の儲けを社員に還元して一定以
上給与を増やしている社員にやさしい会社は、増やした給与の一部に相当す
る税金を安くしますよ、という制度です。（なお、平成30年4月1日以降に

開始される事業年度が対象となる制度についてのお話しとなります。）
　非常に大まかに言いますと、一定の社員の給与が前期と比較して1.5%以上増加して
いる場合には、増加した給与の15%相当額の税額を控除します。（上限はあります）
　比較すべき社員の定義など細かい要件があるのですが、とてもここでは書ききれませ
んので経済産業省のパンフレットをご覧になってください。ともかく「我が社は前期より
社員の給与を増やしているし、儲けも出ているので法人税（個人事業主なら所得税）を払
うことになりそうだ」という場合には、税金が少し安くなる可能性があります。
　この場合の給与には、社長や役員、経営者の身内の方のものなどは含みません。さす
がに社長や身内の給与だけ増やして一般社員の給与は据え置き、という会社を優遇する
わけにはいきませんので。

東京税理士会東村山支部所属　米野純一税理士事務所
税理士　社会保険労務士　 米 野  純 一

　「教えて税理士さん！」コーナーでは、経営者として
いまさら聞けない税に関するご質問やお悩み、疑問等
に税理士さんがお答えします。

税理士さん!

質問

回答

回答者

（小平市　H.T.）

教えて

【講　師】　戦場カメラマン・ジャーナリスト　
　　　　　渡 部  陽 一 氏

【日　時】　令和元年5月28日（火）16時30分開催
【会　場】　パレスホテル立川（立川市曙町2-40-15）
一般の方もご参加いただけます（無料）

【演 題】31年度税制改正及び軽減税率制度の概要について（約30分）
【講 師】東村山税務署法人課税第一部門担当官
※全会場同一内容です。

本部研修会のご案内

税制研修会のご案内各ブロック等

申込不要
入場無料

参加費無料
申込不要

ブロック等 日　程　 時　間　　　　 場　所
東久留米ブロック 5 月 10 日（金） 17時50分 東久留米商工会館（東久留米市幸町3-4-12）
東村山ブロック 5 月 17 日（金） 16時 東村山法人会館（東村山市本町1-23-6）

小平ブロック 5 月 21 日（火） 16時 ブリヂストンクラブ（小平市小川東町1-18-15）
西東京ブロック 5 月 23 日（木） 15時 谷戸いちょうホール（西東京市谷戸町2-12）

清瀬支部 5 月 24 日（金） 16時30分 清瀬商工会館（清瀬市松山2-6-23）

どなたでも参加できます。
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狭
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を

通
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武
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西
武
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園
地
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ッ

ド
×
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ー
ジ
ュ
色
の
通
称
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電
、
ホ
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出
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自
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車
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け
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通
り
堤
防
の

下
に
出
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こ
の
多
摩
湖
の
堤
防
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起
点
と
す
る

多
摩
湖
自
転
車
道
は
多
摩
湖
を
周
回
で
き

る
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を
含
ん
だ
自
転
車
専
用

の
コ
ー
ス
で
、
西
武
遊
園
地
、
西
武
ド
ー

ム
、
狭
山
不
動
尊
な
ど
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト

も
楽
し
め
ま
す
。
ま
た
こ
の
西
武
レ
オ
ラ

イ
ナ
ー
と
も
並
走
す
る
コ
ー
ス
は
一
般
車

道
と
自
転
車
道
が
分
離
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
安
全
で
、
マ
マ
チ
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リ
で
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戦
す
る
猛
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見
か
け
ま
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。

　

こ
の
よ
う
な
身
近
で
自
然
と
人
気
ス

ポ
ッ
ト
に
囲
ま
れ
た
遊
歩
道
は
私
た
ち

の
か
け
が
え
の
無
い
財
産
で
あ
り
、
そ

の
整
備
、
管
理
に
関
し
て
多
く
の
利
用

者
に
ご
支
援
、
ご
協
力
い
た
だ
き
後
世

に
残
し
た
い
も
の
で
す
。

【多摩湖自転車歩行者道】起点▶西東京市新町三丁目　都道七号（五日市街道）との交差点
　　　　　　　　　　　 終点▶東村山市多摩湖町三丁目

地
域
の
名
所

【日時】

【場所】

【問合せ】

【内容】

【主催】

【日時】

【場所】

【講師】

【費用】

【申込み】

4月29日（祝）
午前10時〜午後3時

（式典は午前10時30分から）
※雨天中止
都立東村山中央公園

（富士見町5-4-67）
みどりと公園課
☎（042）393-5111（代）
アトラクション（ミニSL、模擬店、PR
コーナーなど）、緑の絵画、写真展示

（募集終了）、野菜、植木等の販売
東村山市緑を守る市民協議会

5月16日（木）
午前9時30分〜正午

清瀬市郷土博物館伝承スタジオ
（清瀬市上清戸二丁目）

郷土博物館友の会会員　小俣洋子氏

600円（材料費）

5月2日から電話で清瀬市郷土博物館
☎042-493-8585へ

東村山 清　瀬

先着
15人

「みどりは
　  地球の宝もの」

「柏餅作り講習会」
第30回 東村山春の緑の祭典 先人たちの知恵に学ぶ

清瀬の柏の葉を使って、季節の食べ物
「柏餅」を作ります。
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社労士
column

年次有給休暇の
時期指定義務の留意点

石津  雄美（いしづ  たかよし）2019年4月1日現在

石津社労士事務所　所長（特定社会保険労務士、東京都社労士会武蔵野支部所属）
オールフォーオール　代表‌（‌�経営コンサルタント、医療労務コンサルタント、国分寺商工会会員、国分寺市役所行政協力相談員、

国分寺市指定管理者評価委員、東京都商工会連合会エキスパートバンク担当専門家、シーツー（株）
代理店、Ｏ３Ｓ（ワンストップソリューションサービスチーム）＝ AFAC 主宰）

　　　　　　　　　　　　  一般社団法人ウェルフルジャパン（WFJ）会員
■昭和53年	‌� 中央大学法学部法律学科卒業 

損害保険会社支社長、コンサルティング会社営業部長を歴任
■保 有 資 格 	‌� ライフ・コンサルタント（生保協会）、年金アドバイザー 3級（銀行業務検定）、

社会保険労務士（平成10年11月）
■平成18年	 第1回個別労働紛争解決手続代理業務資格―特定社労務士資格取得
■平成27年4月1日	 医療労務コンサルタント取得（全国社会保険労務士会連合会）

■所在地
〒185-0002   国分寺市東戸倉2-3-43
■ T E L	 090-1738-7991
■ e-FAX	 03-4496-5373
■ e-MAIL	 07159596012＠ jcom.home.ne.jp

筆 者 紹 介

略
　
　
歴

事  

務  

所

　労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす
労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。原則として、労
働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取
得率が低調な現状にあり、その取得促進が課題となっています。今般、労働基準法が改正され、
2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者（含むパー
ト）に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させる
ことが必要となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下記労働局リーフレット参照）

■ �対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者（含む管理監督者）に限り、使用者は、
労働者毎に、年次有給休暇を付与した日（基準日）から1年以内に5日につき、使用者が取得時
季を指定して与える必要があります。

■ �年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。また、
労働者が自ら取得した日や労使協定による計画的付与で取得した日は5日から控除されます。

■ �5日の取得未達等の使用者には罰金等が科されます。本号をお読みになる時点では法律は施行
されていますので、未着手の場合は、まずは①対象者の洗い出し、②基準日及び1年経過日の
把握、③自社勤務シフト等に合わせた効率的な対策（原則又は独自方式）の策定、④就業規則の
改定と労使協定の締結を実施したうえで、⑤労使一体となった対策の運用とチェックを継続す
る必要があります。最後に、使用者は、時季指定に当たり、労働者の意見を聴取しその意見を
尊重するよう努めるとともに、労働者毎に年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存義務のあ
ることに留意しなければなりません。



甲 田　和 美

インターネットの世界を表した図表
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株式会社東京コンテンツヒット

■ 代表取締役
■ 所在地

■ Tel／Fax
■ HP

甲田和美
東京都清瀬市中清戸5丁目83番地6　
2-309
042-445-2048
https://tokyocontentshit.com/

　「名刺交換の後、ホームページにアクセスしてブログを読み、会社の雰囲気や代表の人間性が
伝わって信頼感が増し、安心して取引を開始できた。と、お客さんに言われたんだよ」そんなお
話しを伺うと嬉しくなります。会社概要だけを書いたHPではなく、ブログと言う形で、サービ
スに対する熱い想いや、お客様の声などを掲載し、その企業や店舗の事を伝える形のHPが人気
です。
　弊社の企業理念は、ウェブツールを通じて人間関係を発展させ経済効果を生み出すこと。HPを
作って公開するだけでなく、そのサービスのメリットがより伝わるように、より広まるように、
そして検索した人にその情報が届きやすいようにするまでが仕事です。
　HP制作と運営管理から、HP更新コンサルティングまでのサービスを行っています。平成29年
9月に清瀬で法人をスタートさせました、株式会社東京コンテンツヒット　代表取締役甲田和美
です。
　20年のウエブデザイナーとしてインターネットに携わって学んだことは、HPは見せるもので
はなく伝えるものだという事。HPで発信した情報を本当に伝えたい人に伝えるには工夫が必要な
んです。
　今後は、ホームページ更新コンサルティング
事業に力を入れて行きます。HPが活用しきれな
くて困っていたり、公開はしているものの何年
も放置されて問い合わせも来ないHPの見直しの
ご相談も承ります。
　クライアントさんと一緒に、その先のエンド
ユーザ（お客様）の事を想いながらコンテンツ（内
容）を考えます。「あなたのサイトにヒットする
コンテンツを」がキャッチコピーです。
　ご興味がございましたら「東京コンテンツヒッ
ト 清瀬」で検索してみてください。

株式会社 東京コンテンツヒット
信頼関係を築くためのホームページづくり。



研修状況

セミナー状況

講
習
状
況

東村山税務署
宮下義丈氏

立川都税事務所
中野朝日氏  田﨑優哉氏
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東村山法人会セミナーのご案内
決算法人説明会 5月  9日（木） 13時〜15時30分
消費税軽減税率制度説明会 〃 16時〜16時50分
税務教室「役員給与の概要」 5月21日（火） 15時〜16時
新設法人説明会 5月22日（水） 13時〜15時40分
消費税軽減税率制度説明会 〃 16時〜16時50分
決算法人説明会 6月11日（火） 13時〜15時30分
消費税軽減税率制度説明会 〃 16時〜16時50分
税務教室「減価償却の計算方法」 6月18日（火） 15時〜16時

※決算法人説明会はどちらの日程も同一内容です。ご都合の良い日にお越し下さい。
※�決算と新設法人説明会終了後16時より「消費税軽減税率制度説明会」を開催します。この説明会のみ

参加することもできます。

どなたでも参加できます！
参加ご希望の方は東村山法人会事務局にお電話ください。☎042-394-7654

参加費
無料！！

報 

告
東村山ブロック研修会 実施報告
　東村山ブロック主催の新春研修会が2月15日（金）16時より東村山
法人会館において開催され、東京税理士会東村山支部支部長の土田士
朗氏を講師に迎え、「消費税軽減税率と日本型インボイスへの対応」に
ついて講演を行っていただきました。10月からの施行に向けて、参
加者全員が実務対応の深い知識と情報を得ることができました。

報 

告
会計啓発普及セミナー 実施報告
　2月14日（木）東村山法人会館において東村山法人会と独立行政
法人中小企業基盤整備機構共催による今年度2回目の「平成30年
度中小企業会計啓発・普及セミナー」が開催されました。公認会計
士の河合洋明氏を講師にお迎えし、「中小企業会計要領の手引き」
とオリジナルレジュメを使い財務会計の基本計画・事業計画の策
定・改正税法のポイントなどをわかりやすく解説していただきま
した。次回は9月に予定しています。是非ご参加下さい。

　2月12日（火）東村山法人会館において国税電子申告・納
税システム e-Tax（イータックス）と地方税ポータルシステム
eLTAX（エルタックス）講習会が開催されました。東村山税務
署法人課税第1部門法人審理担当上席宮下義丈氏から e-Tax
の初期登録手続きから各種手続き等について、立川都税事
務所事業税課法人事業税班中野朝日氏と田﨑優哉氏から
eLTAX の利用開始手続きや地方税申告データ作成方法に
ついて当会館備付のパソコンを活用して学び、自宅や職場
からできる申告納税システムを体験いただきました。また、
受講者からのご質問にも丁寧に回答いただき、有意義な講
習会となりました。次回は9月に実施する予定です、
是非ご参加下さい。

報 

告
e-Tax・eLTAX講習会 実施報告



ちょうちんあんこーによる
租税コント

出演者の皆様と
イータ君、各市マスコットキャラクター

小平市立小平第一小学校
土田監査幹事（左）　岡垣幹事（右）

会場の消防車

清瀬東久留米

立川都税事務所
入り口東村山税務署確定申告会場

租税プロレスチャンピオンベル
トを遠藤部会長が授与しました

小平市立小平第十五小学校
小山幹事（左）　當麻幹事（右）
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 絵はがき展示 女性部会

 タオル寄贈

  租税教室（プロレス）

 青年部会主催 出前授業

★�いままで「消費税は嫌だな」とか「払
いたくない」と思っていたけど、税
金は私たちの暮らしのために使わ
れているのだと知って払うのが当
たり前、良いことだと思うように
なりました。

★�税金がなくなると自分だけに負
担が掛かり、生活も苦しくなる
から、みんなで支え合って税金
を出し合い生活しなければいけ
ないと思う。

★�社会の授業で教わっていないところを詳
しく知れたのですごく身になったと思い
ます。クイズも分かり易くてすごく楽し
かったです。税金は住民が豊かで楽しく
過ごすためにあるものなのだなと改めて
知ることができました。

生徒さんの感想

　平成31年3月10日（日）、小平市立小平第一中学校体育館において、
小平市教育委員会及び小平市社会福祉協議会後援による、『租税プロ
レスvol.4租税プロレスタッグ王座選手権試合』と題して青年部会主催
の租税教室を行いました。
　今回で4回目となる当事業ではまず、アマチュアプロレスW.I.Nにエ
キシビションマッチを行っていただいた後、小平第三小学校児童による

「三小よさこい」で鳴子の音色を聞き、代々木女子音楽院23による
アイドル租税ライブを鑑賞しました。また、会場には管内各市のゆるキャ
ラと国税庁e-Taxキャラクターイータ君が登場し、会場を盛り上げてく
れました。
　その後、租税コントとして多摩地区出身のお笑いコンビ、ちょーちんあんこーに税金を題材にした漫才をしてい
ただき、参加された子どもから大人まで税金について学んでいただきました。
　最後に女子プロレスアイスリボンを交えた租税教室、通常のプロレスのシングルマッチ、メインイベントの租税ク
イズタイトルマッチを行いました。税金クイズタイトルマッチではで税金クイズを出題し、クイズに正解すると勝利
するというルールで来場した子どもから大人まで、楽しみながら税金について学んでいただくことができました。当
日は、約630名の方にご来場頂き、素晴らしい事業が行えました。
　また、昨年同様に会場に消防車の展示を行い、子ども達に消防官の格好をしてもらうなど、職業を身近に感じら
れるイベントも行われました。
　今後も青年部会として『租税プロレス』を継続して行い、地域の皆様に税金に対する意識を高めてもらうとともに、
公益性ある事業を各地域で行っていきたいと思います。　　　　　　　　　　記　青年部会副部会長　山﨑臣樹

　2月1日（金）小平市立小平第一小学校、2月5日（火）小平市立
小平第十五小学校において租税教室（出前授業）を開催しました。
　まず、生徒に税金の無い国を想定した租税教育用アニメ「マリ
ンとヤマトの不思議な日曜日」を見てもらい、その後、主にその
アニメを題材にしたクイズ5問を交えた授業を行いました。また、
本物そっくりの1億円レプリカを手に持ってもらい、その重さを
体験してもらいました。子供達に税金の有難さを感じてもらえるよう青年部会員が頑張りました。

　平成30年度の税の絵はがきコンクール優秀作品を東村山税務
署と立川都税事務所の協力のもと、確定申告の期間中、税務署確
定申告会場と都税事務所入口に展示いただきました。確定申告は
終了しましたが、引き続き、税務署本館1階ロビーにて展示して
おります。是非、子供さんたちの力作をご覧ください。

タオル1本運動　女性部会
　女性部会では、地域への社会貢献活動として、会社や家庭等で
余っている未使用タオルを持ち寄り、社会福祉協議会等へ寄贈す
る「タオル一本運動」を行っています。
　寄贈先は管内五市のローテーションとし、今年度は東久留米市
社会福祉協議会と清瀬市社会福祉協議会へ各々タオル100本を
寄贈しました。

報 告

報 告
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新入会員紹介コーナー 自平成31年1月1日〜至平成31年2月28日に入会された会員

所属支部名 所　在　地 法　人　名 代表者氏名 業　種 電 話 番 号

西東京第1支部 西東京市南町5-29-5 石原工業（株） 石原　祐児 管工事業 042-464-1952

西東京第2支部 西東京市南町4-6-4  6F れいせんビル 牟田口　淑子 不動産賃貸業 042-465-3855

西東京第2支部 西東京市南町4-6-4  6F Casa del gat 牟田口　淑子 不動産賃貸業 042-465-3855

西東京第3支部 清瀬市旭が丘2-336-1 クリーンサービス（株） 佐藤　高紀 廃棄物処理業 042-491-9888

清瀬支部 清瀬市中里5-1065-4 （有）古名工務店 古名　孝二 綜合建築業 042-493-7269

1
2
3

法人会にご入会ください
法人会は法人の学校であり良き相談相手を見つけることが出来る魅力ある経営者の団体です
　　１）‌�税務、経営等に関する様々な説明会、研修会及び無料労務相談を行っております。‌

決算法人説明会、新設法人説明会、税務教室、e-Tax・eLTAX講習会、パソコン教室など税務、経営に役立つ研修
を開催しています。

　　２）本部、ブロック、支部による会員相互の異業種交流を積極的に行っています。

法人会は幅広い相互扶助事業を行っています
　　１）‌�生命保険と損害保険を組み合わせた事故死亡の場合最高１億円の保障が得られる経営者大型保障制度に加入できま

す。
　　２）特定退職金共済制度に加入でき大企業なみの退職金制度を確立できます。
　　３）経営者、従業員の健康管理のため生活習慣病健診を特別料金で受診できます。

法人会は税制改正要望運動を推進しています
　　‌�　全国８0万社の法人会の大きな力で、税法が私達中小法人に有利になるよう税制改正要望運動を行っています。

ご入会に関するお申し込み・お問い合わせ　東村山法人会　TEL０４２-３９４-７６５４

報 告
　2月上旬から下旬にかけて平成30年度2回目の一般財団法人
全日本労働福祉協会による生活習慣病健診が東大和市民会館ハミ
ングホール、田無タワー、東久留米スポーツセンターで実施され、
約180名の方が受診されました。本健診は法人会員である経営
者とその従業員、ご家族の皆様のための福利厚生事業であり割引
価格で受診できます。検査はコースを自由に選べ、オプション検
査も追加できます。（細部は下段をご確認下さい）
次回は7月に予定しています。是非ご利用下さい。

生活習慣病健診報告

健 診 会 場



人ひひとと 人

フローラ田無    ・    ハートフル田無
特別養護老人ホーム 介護老人保健施設
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こ
ん
に
ち
は
、
西
東
京
第
1
支
部
の
犬

竹
政
雄
で
す
。
社
会
福
祉
法
人
東
京
聖
新

会
で
事
務
局
長
を
し
て
い
ま
す
。
埼
玉
の

狭
山
市
で
生
ま
れ
、
地
元
田
無
で
育
ち
学

校
を
卒
業
後
、
田
無
市
農
協
に
就
職
し
、

共
済
事
業
・
損
害
保
険
代
理
店
業
務
・
融

資
業
務
・
資
産
管
理（
宅
建
業
務
）等
を
担

当
し
て
32
年
の
間
、
組
合
員
の
皆
様
に
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
農
協
勤
務
で
い
ろ

い
ろ
な
仕
事
を
担
当
し
た
こ
と
は
、
現
在

の
東
京
聖
新
会
で
も
大
変
役
に
立
っ
て
い

ま
す
。

　

農
協
退
職
後
は
、
練
馬
区
の
生
協
の
関

連
会
社
に
勤
務
し
、
損
害
保
険
と
生
命
保

険
の
販
売
を
5
年
間
担
当
し
て
い
ま
し

た
。
生
協
組
合
員
や
土
建
組
合
の
お
客
様

に
ご
契
約
を
い
た
だ
き
、
賠
償
責
任
保
険

の
事
故
処
理
を
担
当
さ
せ
て
頂
い
て
お
り

ま
し
た
。
現
在
の
職
場
で
あ
る
社
会
福
祉

法
人
東
京
聖
新
会
へ
の
入
職
の
き
っ
か
け

は
、
私
の
農
協
時
代
に
田
無
農
協
が
田
無

青
年
会
議
所
の
事
務
局
を
田
無
農
協
の
ご

厚
意
に
よ
り
農
協
内
に
事
務
所
を
無
償
で

使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

当
時
、
私
は
チ
ャ
ー
タ
ー
メ
ン
バ
ー
で
入

会
し
執
行
部
で
５
年
間
活
動
し
て
お
り
ま

し
た
。
そ
の
時
、
お
世
話
に
な
っ
た
青
年

会
議
所
理
事
長
の
尾
林
長
一
さ
ん
の
ご
紹

介
で
勤
務
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
東
京
聖
新
会
勤
務
も
、
16
年
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

社
会
福
祉
法
人
東
京
聖
新
会
は
西
東
京

市
向
台
町
二
丁
目
に
位
置
し
、
Ａ
＆
Ａ
西

東
京
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、
田
無
第
四
中

学
校
、向
台
小
学
校
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。

東
京
聖
新
会
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
3

階
建
の
施
設
で
、
1
階
に
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
フ
ロ
ー
ラ
田
無（
38
床
）、
2
階
3

階
に
は
介
護
老
人
保
健
施
設
ハ
ー
ト
フ
ル

田
無（
70
床
・
通
所
リ
ハ
ビ
リ
40
名
）の
規

模
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
、

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
・
向
台
町
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
も
行
っ
て

い
ま
す
。当
法
人
は
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
と
介
護
老
人
保
健
施
設
が
合
築
さ
れ
て

い
る
珍
し
い
施
設
な
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
施
設
の
特
色
を
活
か
し
な
が
ら
地
域

貢
献
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｆ
Ｍ
西
東
京
で
毎
月
第
二
月
曜

日
の
午
後
0
時
15
分
か
ら
30
分
間「
み
ん

な
お
い
で
よ
！
東
京
聖
新
会
」の
番
組
を

放
送
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
数
種
類
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ロ
ボ
ッ
ト
や
利
用
者

の
眠
り
深
さ
の
状
態
を
判
断
す
る「
眠
り

セ
ン
サ
ー
」、
赤
外
線
シ
ル
エ
ッ
ト
カ
メ

ラ
、介
護
職
員
の
腰
痛
を
予
防
す
る「
マ
ッ

ス
ル
ス
ー
ツ
」も
導
入
し
、
利
用
者
さ
ま

と
共
に
職
員
の
健
康
も
守
り
、
東
京
聖
新

会
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
々
の
快
適
な
生

活
の
構
築
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
最
後
に

東
村
山
法
人
会
の
会
員
の
皆
様
で
、
介
護

の
事
や
施
設
利
用
の
ご
相
談
が
有
り
ま
し

た
ら
な
ん
で
も
ご
相
談
下
さ
い
。
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

電
話
０
４
２-

４
６
８-

２
３
１
１

西東京第1支部  税制・社会貢献委員

犬 竹  政 雄 さん
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ご案内

ご案内

パレスホテル立川（立川市曙町2-40-15） 
※引き続き同会場において本部研修会を開催します。

令和元年６月6日（木）スタート８時　雨天決行

‌�高坂カントリークラブ（東松山市高坂1916-1）

公益社団法人 東村山法人会

東村山法人会

第７回 通常総会

厚生親睦チャリティゴルフ大会のご案内
第26回

大会に関するお問い合わせは　東村山法人会　☎ 042-394-7654

お問合せは、東村山法人会　☎ ０４２-３９４-７６５４お問合せは、東村山法人会　☎ ０４２-３９４-７６５４

日　時

期日

会　場

場所
令和元年5月28日（火）14時

－都税についてのお知らせ－
立川都税事務所からのお知らせ

大法人の電子申告が義務化されます

法人事業税及び
法人都民税

平成32（2020）年4月1日以
後に開始する事業年度

大法人とは、以下の（1）及び（2）に掲げる内国法人をいいます。
（1）事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
（2）相互会社、投資法人及び特定目的会社

確定申告書、中間（予定）申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書
及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

　平成30年度税制改正により、大法人が提出する平成32（2020）年4月1日以後に開始する
事業年度の法人事業税・法人都民税の申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類は、
電子情報処理組織を使用する方法（eLTAX）により提出しなければならないこととされました。
その概要について、以下のとおりお知らせします。

●大法人の電子申告義務化については、
　東京都主税局ホームページ（http://www.tax.metro.tokyo.jp/）
　eLTAX ホームページ（http://www.eltax.jp/） をご覧ください。
●国税も同様に大法人の電子申告が義務化されます。詳細については、
　e-Tax ホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）をご覧ください。

報 告
　2月7日（木）東村山税務署署長室において、東村
山法人会村野会長より小原東村山税務署長へ確定申
告期陣中見舞いとして書き易いと好評の法人会特製
ボールペンを進呈しました。

確定申告陣中見舞報告

村野会長 　小原東村山税務署長

■ 対象税目

■ 適用開始事業年度

■ 対象法人

■ 対象申告書等



久米川ボウルにて

東大和グランドボウルにて

参加者の皆様

東村山ブロック

清瀬支部

西東京ブロック

東村山第6支部
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　ブロック及び支部において新春賀詞交歓会が開催さ
れました。ご参加頂いた会員同士で日頃の情報交換を
行い、懇親を深めました。

　前日に、アジアカップサッカーの決勝戦が行われた。森保日本が、大敗
の屈辱を得た。キャプテンの吉田麻也が、後半2-1の負けていた時、ハ
ンドを取られ PK に於いて3-1になり、自分のミス？審判のミスジャッ
ジ？がキッカケで元気が、苦しみに変わった。キャプテンの重責可哀想だっ
た。 今日のボウリング大会も、何とか5位まで入りたいね！ 7位でした。
これが人生だよね！来期も支部長やる事を皆の前で発表しちゃった！楽し
く皆でできたと思うよ！でも T さんのおめでとうストライクタッチ痛かったね！かなり嬉しかったん
だね！こんな仲間たちと、東村山法人会でご一緒できるのが幸せです！
　第1支部の面々、来期もよろしくお願いします。仕事も気持ちの上で、たすけあって、協力し合って、
頑張りましょう。フレフレ東村山第1支部フレフレでした。　　　　　東村山第1支部長 高尾進次郎

　東村山第4支部は2月17日（日）伊豆方面へ「いちご狩り」を兼ねて大
人21名、子供8名で日帰り旅行を楽しんできました。お天気に恵まれ
車窓からは優美な富士山を見る事ができました。美味しい昼食をいただ
いた後、いよいよ「いちご狩り」です。ハウスの中はまっ赤ないちごで美
味しそうです。皆お腹いっぱいいただき、甘いいちごの香に包まれまし
た。谷2 ヶ所ほど散策し、帰りは恒例の「ビンゴゲーム」で盛り上がり、
子供さんからは「もう1回ゲームをしたい」という位楽しんでいただけま
した。今年も参加者の方のご協力ありがとうございました。

　2月21日（木）、恒例の法人会小平第一支部「厚生・親睦ボウリング
大会」を東大和グランドボウルにて開催致しました。お陰様で第6回を
迎えることが出来たのも役員各位、会員様は勿論の事グランドボウル
様のご協力のお蔭と感謝申し上げます。また、昨年より参加賞以外に
賞品を全員に用意することが出来、最後は全員参加の「じゃんけん大会」
を行い、大いに盛り上がりました。来年も親睦と交流を深められれば
幸いです（次回2020.2.20予定）

新春賀詞交歓会

ブロック・支部活動実施報告

東村山第1支部　ボウリング大会実施

東村山第4支部　日帰り研修会実施

小平第1支部　ボウリング大会実施

実　施　日 会　　場
東村山ブロック 2月15日（金） 東村山法人会館
西東京ブロック 2月　7日（木） 日本海庄や田無店
清　瀬　支　部 2月　8日（金） 清 瀬 商 工 会 館
東村山第6支部 3月　4日（月） 割 烹 小 千 谷

報告

報告

報告

報告



韮山反射炉にて

八景島シーパラダイスにて

戦艦三笠にて

めんたいパークにて

空母ロナルド・レーガン
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小平第2支部　一泊研修会実施

西東京第1支部　一泊研修旅行実施

西東京第2支部　日帰り研修会実施

西東京第3支部　日帰り研修会実施

報告

報告

報告

報告

　3月15日（金）早朝7時45分国分寺駅改札口に集合した会員10名は、ホテ
ル送迎用の観光バスにて9時に新宿を出発、昼過ぎに伊豆長岡の金城館に到着
した。それぞれに伊豆長岡の温泉街を散策後、温泉にゆっくりつかり解散式を
兼ねての懇親会を開会した。美味しい海鮮料理に舌つづみ、大いに盛り上がり
ました。翌日も晴天に恵まれ徒歩で1時間かけて韮山役所跡江川邸や韮山反射
炉を見学し、昼食後帰路につき無事終了いたしました。今まで小平第2支部を
支えてくださった会員の皆様にお礼を申し上げ報告と致します。

　2月17日（日）〜 18日（月）、JA 東京みらい田無支店前から出発した西東京
第1支部の観光貸切バスは一路、茨城県のタカノフーズに向かいました。
　タカノフーズは皆様が知っている「おかめ納豆」の製造会社であり、この茨城
工場はタカノフーズが生産する納豆の50％を製造している巨大工場でした。
　昼食は袋田の滝近くの滝本屋で川魚料理いただき、評価日本一に輝いた旅館、
母畑温泉八幡屋さんへ向かいました。
　八幡屋は明治13年、湯治旅館として営業を開始。企業理念として「人の和」、「お客様第一主義」「社員第一主
義」を掲げている。企業がお客様をおもてなしすることは当然のことながら、働く社員にも気を配るということ
が評価日本一の原動力となっていることは容易に想像出来ました。
　二日目はいわきにある国宝白水阿弥陀堂を厳かに見学し、那珂港にて昼食と新鮮な魚介類をお土産で購入、
めんたいパークにて震災時の津波の恐ろしさを実感した後、明太子を食べて地元へむかう帰途へとなりました。
　今回は日本一に輝く宿泊施設のホスピタリティーを体感出来た事はとても収穫になりました。

　平成31年2月5日（火）、西東京ブロック第2支部は恒例の研修会を総勢24
名の会員で午前8時ちょうどに JA 東京みらい田無支店前を出発し、最初の目
的地である城ヶ島に向かいました。天気予報では晴れの予報でしたが残念なが
ら曇り、然しながらバスの中では今回初めて参加して下さった5名の会員を紹
介しながら和気あいあいの楽しい旅となりました。
　城ヶ島到着が予定より30分程遅れたため城ヶ島散策は取り止め、昼食の料理屋、三
崎港の「海の幸」に直行、「海の幸」では鮪づくしの御膳を楽しみ、午後1時50分に今回
の目的地の一つ戦艦三笠記念艦に到着、全員で集合写真を撮った後、各自、三笠艦を見
学しました。
　「三笠」はご存じのように日露戦争当時、最新鋭の戦艦であり、東郷平八郎司令長官が
乗艦する旗艦として、対馬沖を北上するバルチック艦隊との海戦に際し、「皇国の興廃
この一戦にあり各員一層奮励努力せよ」の信号（Z 旗）を掲げた事で有名なもので、まさに艦内外の見学は当時の
乗組員の思いを馳せるものであり、また民族の誇りの象徴を感じさせるものでした。
　その後、横須賀軍港に移り、横須賀軍港めぐりをしました。午後2時45分、ご当地クルーズに乗り込み、
案内人（海上自衛隊（？）の美女、若杉香織嬢）の分かりやすい生解説を聞きながらの軍港めぐりでしたが、当日は、
大変運が良く、海上自衛隊の6隻の潜水艦や、アメリカ海軍の6隻のイージス艦を見る事が出来ました。
　そして何よりもめったに見られないという空母ロナルド・レーガンが港に停泊しており、その雄姿を間近で
見られるチャンスを得て、会員一同、大変満足した研修旅行になりました。その後帰路につき午後6時過ぎ無
事田無に到着、解散いたしました。
　尚、今回も大同生命の武内さん、清原さんには道中いろいろお世話になりました事をお伝えし、感謝申し上げ
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　第2支部長　小堀好美

　前日まで2日続きの雨も上がり、絶好の研修日和となりました。研修はまず
神奈川県八景島シーパラダイスへ向かいました。シーパラダイスは初めての方
も多く、初めて見る様な魚や海月等々とても興味深く見学し、時間もあっとい
う間に過ぎ、昼食の中華街へ向かいました。昼食もとても豪華で美味しい料理
を頂いて、中華街を散策の後にキリンビール生麦工場へ向かい見学、出来たて
生ビールを飲み帰宅の途へ着きました。参加の方も充実した一日を過ごせたと
思います。

評価日本一の旅館、母畑温泉　八幡屋に行こう！



月日（曜日）時 間 場　　所説明会・研修会・会議等 月日（曜日）時 間 場　　所説明会・研修会・会議等

13:00
13:00
16:00
17:15
10:00
13:00
14:00
16:00
14:00
15:00
16:00
13:00
16:00
14:30

労務経営相談会
決算法人説明会
消費税軽減税率制度説明会
東久留米支部合同報告会等
ビジネスマナー研修
事業承継個別相談会
源泉所得税実務研修会等
東村山支部合同報告会等
個別融資相談会
税務教室
小平支部合同報告会等
新設法人説明会
消費税軽減税率制度説明会
事業承継6つの対策セミナー

法 人 会 館
〃
〃

東久留米商工会館
法 人 会 館

〃
〃
〃
〃
〃

ブリヂストンクラブ
法 人 会 館

〃
〃

15:00
16:30
14:00
16:30
18:10
13:00
8:00
13:00
16:00
13:00
13:00
14:00
15:00
13:00

西東京支部合同報告会等
清瀬支部報告会等
第7回通常総会
本部研修会
交流会
事業承継個別相談会
第26回厚生親睦チャリティゴルフ大会
決算法人説明会
消費税軽減税率制度説明会
労務経営相談会
事業承継個別相談会
個別融資相談会
税務教室
事業承継個別相談会

谷戸いちょうホール
清瀬商工会館
パレスホテル立川

〃
〃

法 人 会 館
高坂カントリークラブ
法 人 会 館

〃
〃
〃
〃
〃
〃

5.  8㈬
5.  9㈭
〃

5.10㈮
5.15㈬
5.16㈭
〃

5.17㈮
5.21㈫
〃
〃

5.22㈬
〃

5.23㈭

5.23㈭
5.24㈮
5.28㈫
〃
〃

5.29㈬
6.  6㈭
6.11㈫
〃

6.12㈬
6.13㈭
6.18㈫
〃

6.20㈭

支部合同・部会報告会のご案内第６回
税制研修会はどなたでもご参加頂けます。（参加費無料・申込不要） ※報告会、交流会は会員のみご参加頂けます。

お問合せ　東村山法人会事務局　☎042-394-7654

日にち支部等 場　　所報告会＆税制研修会＆交流会　開始時間

東村山ブロック

小平ブロック

西東京ブロック

東久留米ブロック

清瀬支部

青年部会

女性部会

16時～

16時～

15時～

17時15分～

16時30分～

15時30分～

16時～

税制研修会

税制研修会

税制研修会

報告会

税制研修会

税制研修会

報告会

16時30分～

16時20分～

15時30分～

17時50分～

17時30分～

16時20分～

16時20分～

経営研修会

経営研修会

経営研修会

税制研修会

報告会

報告会

税制研修会

17時10分～

17時～

16時～

18時20分～

18時15分～

17時40分～

17時10分～

報告会

報告会

報告会

経営研修会

交流会

経営講演会及び交流会

交流会

18時～　　

17時40分～

17時10分～

19時10分～

交流会

交流会

交流会

交流会

東村山法人会館

ブリヂストンクラブ

谷戸いちょうホール

東久留米商工会館

清瀬商工会館

東村山法人会館

5月17日（金）

5月21日（火）

5月23日（木）

5月10日（金）

5月24日（金）

4月16日（火）

4月22日（月）

法人会行事のご案内法人会行事のご案内 平成 31年 3月 25日現在

東村山法人会館
　17時40分より会場は
　義東村山店となります（ ）

日本三名園「偕楽園」にて

横浜クルーズロイヤルウイング前にて
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　3月8日（金）　東久留米第2支部の16名で日帰り研修旅行を行
いました。
　参加者の日頃の行いの賜物か、前日までの冷たい雨もやんで、風
はまだ寒いものの気持ちの良い快晴の中、茨木県水戸市に行ってき
ました。行きのマイクロバスの中から水戸の地理・歴史について大
いに勉強し、現地では日本三名園「偕楽園」の満開の梅園を満喫。そ
の後は美味しい昼食で会話も弾み、支部メンバー間の懇親を大いに
深めることができました。今回の研修旅行を今後の支部の活動に活
かしていきたいと思います。

　平成31年2月22日（金）日帰り研修会を実施し、支部長はじめ
13名の方々にご参加いただきました。晴天にも恵まれ、午前中に

（中華街散策・カップヌードルミュージアム見学）まんぷくラーメン
のテレビ放送の影響で子供たちが体験するコーナーが大変賑わって
おりました。
　その後、横浜港に向いロイヤルウイングにて昼食、すてきな雰囲
気の中でランチ約2時間贅沢な時間を過ごしました。次にKIRIN生
麦工場見学、一番搾りができるまでの説明…素材・糖化・麦汁ろ過・煮沸・発酵・貯蔵・ろ過・パッケー
ジング、一番搾りのおいしさの秘密の説明受け。最後に一番搾りのビールを皆でいただき大変満足し、
工場を後に一路西東京市に午後6時30分無事開催しました。

東久留米第2支部　日帰り研修会実施報告

報告 西東京第4支部　日帰り研修会実施
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ポテトサラダ

Instructor 東久留米第1支部　
野島 貞夫さん

つくりかた

材料

①�ホームページ「教えて税理士さん！」をクリックしてご記入下さい。
②�メールまたはファクスで送信。
　（質問を100字以内でまとめて下さい）
　メールアドレス　info@higashimurayama-hojinkai.or.jp
　ファックス番号　042-392-3820
③�広報誌にはイニシャル等で掲載しますが、連絡のための連絡先をご
記入下さい。　問い合わせ先　東村山法人会事務局　TEL042-394-7654

あなたの撮った写真
あなたの趣味に関する記事を募集しています

税に関する質問募集

本誌の表紙を飾る写真とあなたの趣味に関する記事を募集してい
ます。写真は、地域の話題のスポットや季節を彩る木々、庭園、
公園、街の風景など、あなたの心に残る写真を募集しています。
趣味は、日頃ご興味をお持ちの俳句、川柳などの芸術やコレクショ
ン、自然観察などの記事を募集しています。

税に関する質問や表紙写真が採用となった方には、
法人会の図書カードをプレゼントします。
どしどしご応募下さい。

　「教えて税理士さん！」コーナーの質問を
募集しています。（P8） 経営者として、い
まさら聞けない税に関するご質問やお悩
み、疑問等をお寄せ下さい。
　いただきましたご質問から1問ずつ税理
士が回答し、会報誌「向日葵」に掲載します。

募  集  締  切
締切は各号発行の２ヶ月前の月末までに
ご応募ください。

●263号の締切は4月末まで

●264号の締切は6月末まで

●265号の締切は8月末まで

●266号の締切は10月末まで

●267号の締切は12月末まで

●268号の締切は2月末まで

住所、氏名、連絡先電話番号を
ご記入のうえ下記にお送り頂く
か、メールにてお送り下さい。
選考し採用された写真または投
稿を掲載させて頂きます。
なお、頂きました写真または投
稿は本誌に掲載する目的以外で
は使用いたしません。

質問を100字以内でお願いします。匿名で OK

2950×2094ピクセル以上のデジタル
データであること。（JPG，TIFF 推奨）
200 〜 400字程度
原稿用紙でもワードでも可
東村山法人会事務局　広報担当宛て　〒189-0014　東村山市本町1-23-6
TEL042-394-7654　 e-mail　info@higashimurayama-hojinkai.or.jp

応募先

写　真

記事（文書）

募集要項

募 集 要 項

募集規定

教えて税理士さん！
クリック

ジャガイモと卵をゆでる同時に、ニンジン、玉ネギ、キュウリを千
切りして、塩で混ぜて５分間置き、しんなりしたら水を絞りだして
から大きなポールに入れてジャガイモ柔らかくなったら、皮を剥い
て、温かいうちに潰してから大きなボールに入れて玉子の皮も剥い
て、細かくに切ってからも大きなボールに入れて、大きなポールに
さらにシーチキン、塩コショウ少々とマヨネーズを入れて、全部ま
んべんなくよく混ぜたら完成です。


